
ＥＸサービス運送約款の一部改正 

（複数人でのチケットレス乗車及び訪日外国人向けＱＲコードによるチケットレス乗車サービス開始等に伴う改正） 

現行 改正 

（前略） 

 

（用語の意義） 

第２条 この約款における主な用語の意義は次の各号に掲げるとおりとします。 

(1) 「ＥＸサービス」とは、会員規約等において規定するインターネットから

旅客運送契約の締結、変更、解約等を行うことができるサービスの総称です。

ただし、ＥＸ路線の特別急行列車に有効な特別急行券としての効力のみを有

する商品に関する事柄を除きます。 

 

（中略） 

(7) 「会員ＩＤ」とは、ＥＸサービス会員を識別するためにＥＸサービス会員

ごとに付与された固有の番号をいいます。 

(8) 「ＥＸ乗車」とは、ＥＸ運送契約に基づき、ＥＸ路線の特別急行列車に乗

車することをいいます。 

(9) 「ＥＸ－ＩＣカード」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅における入出

場に使用するものとして当社又は他社がエクスプレス予約会員に貸与した

ＩＣカードをいいます。 

(10) 「ＥＸ－ＩＣ携帯電話機」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅におけ

る入出場に使用するものとしてエクスプレス予約会員が登録した携帯電話機

等をいいます。 

(11) 「交通系ＩＣカード」とは、東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運

送約款（平成 18年 10月社通達第 112号）第３条第２号に規定するＴＯＩＣ

Ａ乗車券及び同第 46条第１項各号に掲げるＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカ

ード乗車券をいいます。 

(12) 「スマートＥＸ交通系ＩＣカード」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の

駅における入出場に使用するものとして スマートＥＸ会員によって登録さ

（前略） 

 

（用語の意義） 

第２条 この約款における主な用語の意義は次の各号に掲げるとおりとします。 

(1) 「ＥＸサービス」とは、会員規約等において規定するインターネットから

旅客運送契約の締結、変更、解約等を行うことができるサービスの総称です。

ただし、ＥＸ路線の特別急行列車に有効な特別急行券としての効力のみを有

する商品に関する事柄については、当社又は他社が別に定める場合を除き、

これに含みません。 

（中略） 

（削る） 

 

(7) 「ＥＸ乗車」とは、ＥＸ運送契約に基づき、ＥＸ路線の特別急行列車に乗

車することをいいます。 

(8) 「ＥＸ－ＩＣカード」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅における入出

場に使用するものとして当社又は他社がエクスプレス予約会員に貸与した

ＩＣカードをいいます。 

（削る） 

 

 

(9) 「交通系ＩＣカード」とは、東海旅客鉄道株式会社ＩＣカード乗車券運送

約款（平成 18年 10月社通達第 112号）第３条第２号に規定するＴＯＩＣＡ

乗車券及び同第 46条第１項各号に掲げるＴＯＩＣＡ乗車券以外のＩＣカー

ド乗車券をいいます。 

(10) 「ＥＸサービス交通系ＩＣカード」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の

駅における入出場に使用するものとしてＥＸサービス会員によって登録さ
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れている交通系ＩＣカードをいいます。 

 

 

 

(13) 「ＥＸ－ＩＣカード等」とは、ＥＸ－ＩＣカード、ＥＸ－ＩＣ携帯電話

機及びスマートＥＸ交通系ＩＣカードをいいます。 

(14) 「エクスプレス予約会員証」とは、エクスプレス予約会員であって、Ｊ

Ｒ東海エクスプレス予約サービス会員規約（ビューカード会員用）、エクスプ

レス予約サービスに関する特約（ビューカード会員用）及びＪＲ東海ＥＸ－

ＩＣサービス規約（ビューカード会員用）に同意したお客様に当社が配布す

るエクスプレス予約会員であることを示す会員証をいいます。 

(15) 「ＩＣカード番号」とは、ＥＸ－ＩＣカード等及びエクスプレス予約会

員証を識別するために付与された固有の番号をいいます。 

(16) 「ＥＸ窓口」とは、ＥＸ運送契約に係わるＥＸ－ＩＣカード等の処理を

行う当社又は他社が別に定める箇所をいいます。 

(17) 「ＥＸ新幹線自動改札機」とは、ＥＸ路線の駅において当社又は他社が

別に定める改札口に設置されたＥＸ路線の特別急行列車に乗車するお客様

の改札を行う改札機（ＥＸ路線とＥＸ路線以外の鉄道路線とを乗り継いで利

用するお客様の改札を行う箇所（以下「新幹線乗換改札口」といいます。）

に設置された改札機を含みます。）等であって、ＥＸ－ＩＣカード等の処理

を行うものをいいます。 

(18)「ＥＸサービスきっぷ」とは、ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員

が会員規約等の定めるところにより受け取った、当該ＥＸ運送契約において

約定した乗車日、乗車区間、利用設備等を券面に記載した証票をいいます。 

(19)「システム等」とは、ＥＸサービスの提供及びＥＸ運送契約の履行に必要

なシステム、機器、ネットワークその他の設備をいいます。 

（注）第３号に規定するスマートＥＸサービスは、日本国以外の国又は地域に

おいては、別の名称により呼称されることがあります。 

れている交通系ＩＣカードをいいます。 

(11) 「ＱＲチケット」とは、ＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅における入出場

に使用するものとして、当社がお客様に付与するＱＲコードをいいます。 

（注）ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 (12) 「ＥＸ－ＩＣカード等」とは、ＥＸ－ＩＣカード及びＥＸサービス交通

系ＩＣカードをいいます。 

（削る） 

  

 

 

 

(13) 「ＩＣカード番号」とは、ＥＸ－ＩＣカード等を識別するために付与さ

れた固有の番号をいいます。 

(14) 「ＥＸ窓口」とは、ＥＸ運送契約に係るＥＸ－ＩＣカード等及びＱＲチ

ケットの処理を行う当社又は他社が別に定める箇所をいいます。 

(15) 「ＥＸ新幹線自動改札機」とは、ＥＸ路線の駅において当社又は他社が

別に定める改札口に設置されたＥＸ路線の特別急行列車に乗車するお客様

の改札を行う改札機（ＥＸ路線とＥＸ路線以外の鉄道路線とを乗り継いで利

用するお客様の改札を行う箇所（以下「新幹線乗換改札口」といいます。）

に設置された改札機を含みます。）等であって、ＥＸ－ＩＣカード等及びＱ

Ｒチケットの処理を行うものをいいます。 

(16) 「ＥＸサービスきっぷ」とは、ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会

員が会員規約等の定めるところにより受け取った、当該ＥＸ運送契約におい

て約定した乗車日、乗車区間、利用設備等を券面に記載した証票をいいます。 

(17) 「システム等」とは、ＥＸサービスの提供及びＥＸ運送契約の履行に必

要なシステム、機器、ネットワークその他の設備をいいます。 

（注）第３号に規定するスマートＥＸサービスは、日本国以外の国又は地域に

おいては、別の名称により呼称されることがあります。 
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（中略） 

 

（この約款の変更） 

第３条 この約款（この約款において、当社又は他社が別に定めるとしている事

項を含みます。）は、事前に通知することなく変更される場合があり、変更後

は変更後の内容のみ有効とします。ただし、この約款の変更の時点で成立して

いるＥＸ運送契約（成立後に契約内容を変更したものを含みます。）について

は、別段の定めをしない限り、この約款の変更後であってもその契約が成立し

た時の約款によるものとします。 

（中略） 

 

第４章 入出場等 

（入場時の確認） 

第 10 条 ＥＸ乗車をしようとするお客様がＥＸ路線の駅において入場する際に

は、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。 

(1) ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員が、ＥＸ新幹線自動改札機に

より、所持するＥＸ－ＩＣカード等のＩＣカード番号と、会員ＩＤに対応

するＥＸ－ＩＣカード等のＩＣカード番号の照合を受け、当該ＥＸ乗車の

旅客運送請求権の権利者であるＥＸサービス会員であることの確認を受け

る方法。（以下この方法を「ＩＣ入場」といいます。） 

 

 

 

(2) ＥＸサービスきっぷを所持するお客様が、当該ＥＸサービスきっぷの券面

に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が当該ＥＸ乗車に有効な内容で

あることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。 

(18) 「お客様」とは、ＥＸサービス会員及び会員規約等に定める利用者をい

います。 

（中略） 

 

（この約款の変更） 

第３条 この約款（この約款において、当社又は他社が別に定めるとしている事

項を含みます。）は、変更される場合があり、変更後は変更後の内容のみ有効

とします。ただし、この約款の変更の時点で成立しているＥＸ運送契約（成立

後に契約内容を変更したものを含みます。）については、別段の定めをしない

限り、この約款の変更後であってもその契約が成立した時の約款によるものと

します。 

（中略） 

 

第４章 入出場等 

（入場時の確認） 

第 10 条 ＥＸ乗車をしようとするお客様がＥＸ路線の駅において入場する際に

は、次の各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。 

(1) お客様が、ＥＸ新幹線自動改札機により、所持するＥＸ－ＩＣカード等

のＩＣカード番号に対する照合を受け、当該ＥＸ乗車の旅客運送請求権の

権利者であることの確認を受ける方法。（以下この方法を「ＩＣ入場」とい

います。） 

 

(2) お客様が、ＥＸ新幹線自動改札機により、所持するＱＲチケットに対す

る照合を受け、当該ＥＸ乗車の旅客運送請求権の権利者であることの確認を

受ける方法。（以下この方法を「ＱＲ入場」といいます。） 

(3) ＥＸサービスきっぷを所持するお客様が、当該ＥＸサービスきっぷの券面

に表示された乗車日、乗車区間、利用設備等が当該ＥＸ乗車に有効な内容で

あることについて、係員が必要と認める確認を受ける方法。 
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２ ＩＣ入場は、会員規約等の定めるところにより認められた場合に限り、行う

ことができます。 

 

（中略） 

６ ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員は、当該ＩＣ入場時に発行されたＥＸ運

送契約の主な内容を記載した紙片（以下「ＥＸご利用票」といいます。）を受

け取り、第 12 条の規定により出場するまでの間、ご自身で所持するものとし

ます。 

（入場後かつ出場前の確認） 

第 11 条 前条の規定により入場したお客様は、次条の規定により出場するまで

の間、係員の請求があるときは、いつでも次の各号に掲げるものを呈示し、係

員が必要と認める確認を受けなければなりません。 

(1) ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員にあっては、当該ＩＣ入場時に使用し

たＥＸ－ＩＣカード等。ただし、ＥＸ路線の特別急行列車内において係員

の請求があった場合であって、係員が認めたときに限り、当該ＩＣ入場時

に受け取ったＥＸご利用票の呈示をもってＥＸ－ＩＣカード等の呈示に代

えることができるものとします。 

 

 

 

 

 

(2) 前条第１項第２号に規定する方法により入場したお客様にあっては、Ｅ

Ｘサービスきっぷ。 

（出場時の確認） 

第 12 条 ＥＸ乗車をしたお客様がＥＸ路線の駅において出場する際には、次の

各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。 

(1) ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員にあっては、ＥＸ新幹線自動改札機に

２ ＩＣ入場及びＱＲ入場（以下総称して「チケットレス入場」といいます。）

は、会員規約等の定めるところにより認められた場合に限り、行うことができ

ます。 

（中略） 

６ チケットレス入場をしたお客様は、当該チケットレス入場時に発行され

たＥＸ運送契約の主な内容を記載した紙片（以下「ＥＸご利用票」といいます。）

を受け取り、第 12 条の規定により出場するまでの間、ご自身で所持するもの

とします。 

（入場後かつ出場前の確認） 

第 11 条 前条の規定により入場したお客様は、次条の規定により出場するまで

の間、係員の請求があるときは、いつでも次の各号に掲げるものを呈示し、係

員が必要と認める確認を受けなければなりません。 

(1) ＩＣ入場をしたお客様にあっては、当該ＩＣ入場時に使用したＥＸ－Ｉ

Ｃカード等。ただし、ＥＸ路線の特別急行列車内において係員の請求があ

った場合であって、係員が認めたときに限り、当該ＩＣ入場時に受け取っ

たＥＸご利用票の呈示をもってＥＸ－ＩＣカード等の呈示に代えることが

できるものとします。 

(2) ＱＲ入場をしたお客様にあっては、当該ＱＲ入場時に使用したＱＲチケッ

ト及び当該ＱＲ入場時に受け取ったＥＸご利用票。ただし、ＥＸ路線の特別

急行列車内において係員の請求があった場合であって、係員が認めたときに

限り、当該ＱＲ入場時に受け取ったＥＸご利用票のみの呈示をもってＱＲチ

ケット及びＥＸご利用票の呈示に代えることができるものとします。 

(3) 前条第１項第３号に規定する方法により入場したお客様にあっては、Ｅ

Ｘサービスきっぷ。 

（出場時の確認） 

第 12 条 ＥＸ乗車をしたお客様がＥＸ路線の駅において出場する際には、次の

各号に掲げるいずれかの方法によらなければなりません。 

(1) ＩＣ入場をしたお客様にあっては、ＥＸ新幹線自動改札機により、当該
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より、当該ＩＣ入場時に使用したＥＸ－ＩＣカード等の確認を受ける方

法。（以下この方法を「ＩＣ出場」といいます。） 

 

 

 

(2) 第 10条第１項第２号に規定する方法により入場したお客様にあっては、

入場時に確認を受けたＥＸサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車

区間、利用設備等が、当該ＥＸ乗車に有効な内容であることについて、係員

が必要と認める確認を受ける方法。 

（注）第２号に規定する方法により出場する場合は、旅客規則の定めるとこ

ろにより、当該ＥＸサービスきっぷを係員に引き渡さなければなりませ

ん。 

（中略） 

 

（契約内容の変更） 

第 15 条 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除

き、ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員は、ＥＸサービスきっぷの発行

を請求した時点又は ＩＣ入場をした時点のいずれか早い方の時点よりも前に

限り、会員規約等の定めるところにより、当該ＥＸ運送契約において約定した

乗車日、乗車区間、乗車列車又は利用設備を変更することができます。 

 

 

（中略） 

 

（別途乗車） 

第 16 条 ＥＸ乗車をしているお客様は、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た

場合に限り、ＥＸ運送契約において約定した着駅を超えて乗車することができ

ます。この場合、旅客規則第 247条第１項に定める別途乗車として取り扱うも

ＩＣ入場時に使用したＥＸ－ＩＣカード等の確認を受ける方法。（以下この

方法を「ＩＣ出場」といいます。） 

(2) ＱＲ入場をしたお客様にあっては、ＥＸ新幹線自動改札機により、当該

ＱＲ入場時に使用したＱＲチケットの確認を受ける方法。（以下この方法を

「ＱＲ出場」といいます。） 

(3) 第 10条第１項第３号に規定する方法により入場したお客様にあっては、

入場時に確認を受けたＥＸサービスきっぷの券面に表示された乗車日、乗車

区間、利用設備等が、当該ＥＸ乗車に有効な内容であることについて、係員

が必要と認める確認を受ける方法。 

（注）第３号に規定する方法により出場する場合は、旅客規則の定めるとこ

ろにより、当該ＥＸサービスきっぷを係員に引き渡さなければなりませ

ん。 

（中略） 

 

（契約内容の変更） 

第 15 条 当社又は他社が別に定める特別な旅客運送条件を選択した場合を除

き、ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員は、ＥＸサービスきっぷの発行

を請求した時点又はチケットレス入場をした時点（利用人数を２人以上と約

定したＥＸ運送契約にあってはいずれかのお客様がチケットレス入場をした

時点。）のいずれか早い方の時点よりも前に限り、会員規約等の定めるところ

により、当該ＥＸ運送契約において約定した乗車日、乗車区間、乗車列車又は

利用設備を変更することができます。 

（中略） 

 

（別途乗車） 

第 16 条 ＥＸ乗車をしているお客様は、あらかじめ係員に申し出て承諾を得た

場合に限り、ＥＸ運送契約において約定した着駅を超えて乗車することができ

ます。この場合、旅客規則第 247条第１項に定める別途乗車として取り扱うも
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のとし、ＥＸ運送契約において約定した着駅から実際の下車駅までの区間の旅

客規則に定める普通旅客運賃及び利用設備に対する料金を別途収受します。 

２ 前項の場合、ＥＸ運送契約において約定した着駅を超えて乗車した時点で、

ＥＸ運送契約の履行は完了したものとします。 

３ ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員は、第１項の定めにより約定した着駅を

超えて乗車した場合、下車駅において出場する際にＥＸ－ＩＣカード等をＥＸ

窓口の係員に差し出して処理を受けるものとします。なお、下車駅にＥＸ窓口

が無い場合は、後刻、ＥＸ窓口にＥＸ－ＩＣカード等を差し出して処理を受け

るものとします。 

（中略） 

 

（ＥＸ運送契約の解除） 

第 18 条 ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員は、当該ＥＸ運送契約に基

づくＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅において入場する前に限り、次の各号に定

めるところにより、ＥＸ運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求するこ

とができます。 

(1) ＥＸサービスきっぷの発行を受けたＥＸサービス会員にあっては、ＥＸ運

送契約において約定した乗車日までに、当社又は他社が別に定める箇所の係

員に当該ＥＸサービスきっぷを差し出して請求するものとします。 

(2) 前号以外のＥＸサービス会員にあっては、会員規約等の定めるところによ

ります。 

２ ＥＸサービス会員は、前項の規定によりＥＸ運送契約を解除する場合は、払

いもどし手数料として 320円を支払うものとします。ただし、ＥＸ運送契約に

おいて約定した利用設備が普通車指定席又は特別車両である場合であって、指

定列車出発時刻までに解除が成立しなかったときは、ＥＸ路線の各駅相互間に

利用設備ごとに別に定める額（以下「特定額」といいます。）とします。 

（注）エクスプレス予約サービスにより締結したＥＸ運送契約における特定額

と、スマートＥＸサービスにより締結したＥＸ運送契約における特定額は

のとし、ＥＸ運送契約において約定した着駅から実際の下車駅までの区間の旅

客規則に定める普通旅客運賃及び利用設備に対する料金を別途収受します。 

２ 前項の場合、ＥＸ運送契約において約定した着駅を超えて乗車した時点で、

ＥＸ運送契約の履行は完了したものとします。 

３ チケットレス入場をしたお客様は、第１項の定めにより約定した着駅を超

えて乗車した場合、下車駅において出場する際にＥＸ－ＩＣカード等 又はＱ

ＲチケットをＥＸ窓口の係員に差し出して処理を受けるものとします。なお、

下車駅にＥＸ窓口が無い場合は、後刻、ＥＸ窓口にＥＸ－ＩＣカード等 又は

ＱＲチケットを差し出して処理を受けるものとします。 

（中略） 

 

（ＥＸ運送契約の解除） 

第 18 条 ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員は、当該ＥＸ運送契約に基

づくＥＸ乗車のためにＥＸ路線の駅において入場する前に限り、次の各号に定

めるところにより、ＥＸ運送契約の解除及び運賃等の払いもどしを請求するこ

とができます。 

(1) ＥＸサービスきっぷの発行を受けたＥＸサービス会員にあっては、ＥＸ運

送契約において約定した乗車日までに、当社又は他社が別に定める箇所の係

員に当該ＥＸサービスきっぷを差し出して請求するものとします。 

(2) 前号以外のＥＸサービス会員にあっては、会員規約等の定めるところによ

ります。 

２ ＥＸサービス会員は、前項の規定によりＥＸ運送契約を解除する場合は、払

いもどし手数料として片道１人あたり 320円を支払うものとします。ただし、

ＥＸ運送契約において約定した利用設備が普通車指定席又は特別車両である

場合であって、指定列車出発時刻までに解除が成立しなかったときは、ＥＸ路

線の各駅相互間に利用設備ごとに別に定める額（以下「特定額」といいます。）

とします。 

（注）エクスプレス予約サービスにより締結したＥＸ運送契約における特定額
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異なります。 

 

３ 第１項の規定によるほか、ＥＸ運送契約は、次の各号の１に該当する場合は

解除されます。 

 

 

(1) ＥＸサービス会員が、ＥＸ運送契約において約定した乗車日までにＥＸサ

ービスきっぷの発行の請求又はＩＣ入場をしなかったとき。 

 

 

(2) ＥＸサービスきっぷを所持するお客様が、ＥＸ運送契約において約定した 

乗車日までに入場しなかったとき。ただし、当該ＥＸ運送契約が利用人数を

２人以上と約定したものである場合であって、利用人数のうち一部のお客様

が入場しなかったときは、入場しなかったお客様のＥＸ乗車に関する部分の

みが解除されます。 

４ 前項の場合、運賃等の取扱いは次の各号に定めるとおりとします。 

 

(1) 前項第１号の場合は、ＥＸ運送契約の運賃等から払いもどし手数料（約定

した乗車区間の一部又は全部において利用設備を普通車指定席又は特別車

両と約定したＥＸ運送契約にあっては特定額とし、約定した乗車区間の全部

において利用設備を自由席と約定したＥＸ運送契約にあっては 320 円とし

ます。）を差し引いた額の払いもどしをします。 

(2) 前項第２号の場合は、払いもどしの取扱いはありません。 

（中略） 

 

第６章 特殊取扱 

（ＥＸ－ＩＣカード等の不所持） 

第 20条 ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員が、第 11条の規定に基づく係員か

と、スマートＥＸサービスにより締結したＥＸ運送契約における特定額は

異なります。 

３ 第１項の規定によるほか、ＥＸ運送契約は、次の各号の１に該当する場合は

解除されます。ただし、当該ＥＸ運送契約が利用人数を２人以上と約定したも

のである場合であって、利用人数のうち一部のお客様が第２号又は第３号に該

当するときは、そのお客様のＥＸ乗車に関する部分のみが解除されます。 

(1) ＥＸサービス会員が、ＥＸ運送契約において約定した乗車日までにＥＸサ

ービスきっぷの発行の請求をしなかったとき。 

(2) お客様が、ＥＸ運送契約において約定した乗車日までにチケットレス入場

しなかったとき。 

(3) ＥＸサービスきっぷを所持するお客様が、ＥＸ運送契約において約定した

乗車日までに入場しなかったとき。 

 

 

 

４ 前項の規定により解除されたＥＸ運送契約における運賃等の取扱いは、次

の各号に定めるとおりとします。 

(1) 前項第１号又は第２号の場合は、ＥＸ運送契約の運賃等から払いもどし

手数料（約定した乗車区間の一部又は全部において利用設備を普通車指定席

又は特別車両と約定したＥＸ運送契約にあっては特定額とし、約定した乗車

区間の全部において利用設備を自由席と約定したＥＸ運送契約にあっては

片道１人あたり 320円とします。）を差し引いた額の払いもどしをします。 

(2) 前項第３号の場合は、払いもどしの取扱いはありません。 

（中略） 

 

第６章 特殊取扱 

（ＥＸ－ＩＣカード等又はＱＲチケットの不所持） 

第 20条 チケットレス入場をしたお客様が、以下の各号の１に該当する場合
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らの請求があった際にＥＸ－ＩＣカード等を呈示しない場合又は出場時にＥ

Ｘ－ＩＣカード等を所持していない 場合は、旅客規則第 268 条に規定する乗

車券類の紛失として取り扱います。 

 

 

 

 

 

２ 前項の取扱いを受けた ＥＸサービス会員が再収受証明書をＥＸ窓口に差し

出した場合であって、係員が認めたときは、当該ＥＸ運送契約の運賃等及び

増運賃・増料金を収受していた場合の当該増運賃・増料金について、320円の

払いもどし手数料を収受したうえで払いもどしをすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

３ ＩＣ入場をしたＥＸサービス会員が出場時にＥＸ－ＩＣカード等を所持し

ていない場合であって、当該ＩＣ入場時に使用したＥＸ－ＩＣカード等がＩ

Ｃ出場 等に使用されていないと係員が認めたときは、第１項の規定にかかわ

らず、旅客規則第 268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱わずに、出場

の取扱いをすることがあります。 

 

 

（中略） 

 

は、旅客規則第 268条に規定する乗車券類の紛失として取り扱います。 

 (1) 第 11条第１項第１号の規定に基づく係員からの請求があった際にＥＸ－

ＩＣカード等を呈示しない場合。 

(2) 第 11条第１項第２号の規定に基づく係員からの請求があった際にＱＲチ

ケット及びＥＸご利用票を呈示しない場合。 

 (3) 出場時にＥＸ－ＩＣカード等を所持していない場合。 

 (4) 出場時にＱＲチケット及びＥＸご利用票を所持していない場合。 

 (5) 出場時にＱＲチケットが既に出場に使用されていると係員が認めた場合。 

２ お客様が前項の取扱いを受けた場合であって、以下の各号に定めるときは、

当該ＥＸ運送契約の運賃等及び増運賃・増料金を収受していた場合の当該増運

賃・増料金について、片道１人あたり 320円の払いもどし手数料を収受したう

えで払いもどしをすることがあります。 

 (1) 前項第１号又は第３号に該当する場合は、お客様が、再収受証明書及び当

該ＩＣ入場時に使用したＥＸ－ＩＣカード等をＥＸ窓口に差し出して、係員

が認めたとき。 

 (2) 前項第２号又は第４号に該当する場合は、当該ＥＸ運送約款を締結したＥ

Ｘサービス会員が、再収受証明書及び当該ＱＲ入場時にお客様が受け取った

ＥＸご利用票又はお客様が使用したＱＲチケットをＥＸ窓口に差し出して、

係員が認めたとき。 

３ チケットレス入場をしたお客様が第１項第３号又は第４号に該当する場

合であって、当該ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員が、当該チケット

レス入場時にお客様が受け取ったＥＸご利用票をＥＸ窓口に差し出し、当該Ｅ

Ｘ－ＩＣカード等又は当該ＱＲチケットがＩＣ出場又はＱＲ出場（以下総称し

て「チケットレス出場」といいます。）等に使用されていないと係員が認めた

ときは、第１項の規定にかかわらず、旅客規則第 268条に規定する乗車券類の

紛失として取り扱わずに、出場の取扱いをすることがあります。 

（中略） 
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（ＥＸサービスきっぷの紛失） 

第 21条 お客様がＥＸサービスきっぷを紛失した場合は、旅客規則第 268条に

定める乗車券類の紛失として取り扱います。 

２ 前項の取扱いを受けたお客様が、紛失したＥＸサービスきっぷ及び再収受証

明書を当社又は他社が別に定める箇所の係員に差し出した場合であって、係員

が認めたときは、当該ＥＸ運送契約の運賃等及び増運賃・増料金を収受してい

た場合の当該増運賃・増料金について、320円の払いもどし手数料を差し引い

た額の払いもどしをすることがあります。 

（不正使用） 

第 22 条 次に掲げる各号の１に該当する場合は、ＥＸ運送契約に基づく旅客運

送請求権を無効とし、旅客規則第 264条及び第 267条の規定により乗車区間及

び利用設備に対する旅客規則に定める普通旅客運賃・料金及びその２倍に相当

する増運賃・増料金を収受します。また、この場合、ＥＸ－ＩＣカード等、Ｅ

Ｘサービスきっぷ若しくはエクスプレス予約会員証を回収し、又はＥＸ－Ｉ

Ｃ携帯電話機のＥＸ－ＩＣ携帯電話機としての登録を取り消すことがありま

す。 

 

(1) 第 10条第１項各号に規定する方法以外の方法で入場し乗車したとき。 

(2) 無効なＥＸ－ＩＣカード等を使用して入場し乗車したとき。 

 

(3) 第 11条に規定する入場後かつ出場前の確認を拒んだとき。 

(4) 他人の個人名が利用者として登録されたＥＸ－ＩＣカード等を使用して

入場し乗車したとき。 

 

(5) エクスプレス予約会員が使用させる者として指定した者以外の者が非記

名式ＥＸ－ＩＣカードを使用して入場し乗車したとき。 

(6) 係員の承諾を得ずにＥＸ運送契約において約定した乗車区間以外の区間

に乗車し又は利用設備以外の設備を利用したとき。 

（ＥＸサービスきっぷの紛失） 

第 21条 お客様がＥＸサービスきっぷを紛失した場合は、旅客規則第 268条に

定める乗車券類の紛失として取り扱います。 

２ 前項の取扱いを受けたお客様が、紛失したＥＸサービスきっぷ及び再収受証

明書を当社又は他社が別に定める箇所の係員に差し出した場合であって、係員

が認めたときは、当該ＥＸ運送契約の運賃等及び増運賃・増料金を収受してい

た場合の当該増運賃・増料金について、片道１人あたり 320円の払いもどし手

数料を差し引いた額の払いもどしをすることがあります。 

（不正使用） 

第 22 条 お客様が、次に掲げる各号の１に該当する場合は、ＥＸ運送契約に基

づく旅客運送請求権を無効とし、旅客規則第 264条及び第 267条の規定により

乗車区間及び利用設備に対する旅客規則に定める普通旅客運賃・料金及びその

２倍に相当する増運賃・増料金を収受します。また、この場合、ＥＸ－ＩＣカ

ード等、ＱＲチケット若しくはＥＸサービスきっぷを回収し、又はＥＸサー

ビス交通系ＩＣカードのＥＸサービス交通系ＩＣカードとしての登録を取り

消すことがあります。 

(1) 第 10条第１項各号に規定する方法以外の方法で入場し乗車したとき。 

(2) 無効なＥＸ－ＩＣカード等 又はＱＲチケット（偽造したもの等を含む）

を使用して入場し乗車したとき。 

(3) 第 11条に規定する入場後かつ出場前の確認を拒んだとき。 

(4) 実際に乗車するお客様でない 他人の個人名が登録されたＥＸ－ＩＣカー

ド等を使用して入場し乗車したとき。 

(5) 他人のＱＲ入場に係るＱＲチケットを使用して入場し乗車したとき。 

(6) エクスプレス予約会員が使用させる者として指定した者以外の者が非記

名式ＥＸ－ＩＣカードを使用して入場し乗車したとき。 

(7) 係員の承諾を得ずにＥＸ運送契約において約定した乗車区間以外の区間

に乗車し又は利用設備以外の設備を利用したとき。 

(8) ＥＸ運送契約を締結せずにＥＸ－ＩＣカード等を使用して入場し乗車し
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(7) ＥＸ運送契約を締結せずにＥＸ－ＩＣカード等を使用して入場し乗車し

たとき。（ただし、係員が特に認めた場合を除きます。） 

 

 

(8) 会員規約等の規定に違反して乗車したとき。 

(9) その他ＥＸ－ＩＣカード等、ＥＸサービスきっぷ 又はエクスプレス予約

会員証を不正乗車の手段として使用したとき。 

 

 

 

 

 

第７章 輸送障害等 

（輸送障害時におけるＥＸ運送契約の締結の特例） 

第 22 条の２ お客様は、列車の運行不能、遅延等の輸送障害が発生した際、当

社又は他社が別に定めるところにより、あらかじめ定められた出発時刻を経過

した乗車列車を約定するＥＸ運送契約を締結できる場合があります。 

 

（中略） 

 

（ＩＣ入場又はＩＣ出場の中止） 

第 27条 次の各号の１に該当する場合は、当社又は他社は、ＩＣ入場又はＩＣ

出場の取扱いを中止することがあります。 

(1) システム等に障害が発生した場合。 

(2) システム等の保守が必要となった場合。 

(3) 駅の停電等によりＥＸ新幹線自動改札機が使用できなくなった場合。 

(4) その他運輸上又は安全上の都合によりＩＣ入場又はＩＣ出場の取扱いを

継続することが困難になった場合。 

たとき。（ただし、第 27条の２の規定により乗車する場合又は係員が特に認

めた場合を除きます。） 

(9) 第 12条第１項各号に規定する方法以外の方法で出場したとき。 

(10) 会員規約等の規定に違反して乗車したとき。 

(11) その他ＥＸ－ＩＣカード等、ＱＲチケット又はＥＸサービスきっぷを不

正乗車の手段として使用したとき。 

２ ＥＸ路線の駅において出場した後であっても、お客様が、前項各号の１に該

当することが判明した場合は、当該ＥＸ運送契約を締結したＥＸサービス会員

を特定のうえ、前項の規定による普通旅客運賃・料金及びその２倍に相当する

増運賃・増料金を収受します。 

 

第７章 輸送障害等 

（輸送障害時におけるＥＸ運送契約の締結の特例） 

第 22 条の２ ＥＸサービス会員は、列車の運行不能、遅延等の輸送障害が発生

した際、当社又は他社が別に定めるところにより、あらかじめ定められた出発

時刻を経過した乗車列車を約定するＥＸ運送契約を締結 又は変更を行うこと

ができる場合があります。 

（中略） 

 

（チケットレス入場又はチケットレス出場の中止） 

第 27条 次の各号の１に該当する場合は、当社又は他社は、チケットレス入場

又はチケットレス出場の取扱いを中止することがあります。 

(1) システム等に障害が発生した場合。 

(2) システム等の保守が必要となった場合。 

(3) 駅の停電等によりＥＸ新幹線自動改札機が使用できなくなった場合。 

(4) その他運輸上又は安全上の都合によりチケットレス入場又はチケットレ

ス出場の取扱いを継続することが困難になった場合。 

２ 前項に定めるほか、お客様 の所持するＥＸ－ＩＣカード等の不良により、
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２ 前項に定めるほか、ＥＸサービス会員 の所持するＥＸ－ＩＣカード等の不

良により、ＩＣ入場又はＩＣ出場ができない場合があります。 

３ 前２項の場合の入場又は出場の方法は、次の各号に定めるとおりです。 

(1) ＩＣ入場の取扱いが中止された場合の入場方法は、第 10条第１項第２号

に規定する方法とします。ただし、当社又は他社が認めた場合は、当社又は

他社が別に定める方法により当該ＥＸ運送契約の旅客運送請求権の権利者

である ＥＸサービス会員である ことを確認し、入場の取扱いをすることが

あります。 

(2) ＩＣ入場をしてＥＸ乗車した後にＩＣ出場の取扱いが中止された場合の

出場方法は、当社又は他社が別に定める方法とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（責任） 

第 28 条 第 22 条の２の規定によるＥＸ運送契約の締結は、お客様 の責任にお

いて行うものとし、約定した乗車列車への乗り遅れ等、お客様に発生した不利

益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他社は一切の責任を負い

ません。 

チケットレス入場又はチケットレス出場ができない場合があります。 

３ 前２項の場合の入場又は出場の方法は、次の各号に定めるとおりです。 

(1) チケットレス入場の取扱いが中止された場合の入場方法は、第 10条第１

項第３号に規定する方法とします。ただし、当社又は他社が認めた場合は、

当社又は他社が別に定める方法により当該ＥＸ運送契約の旅客運送請求権

の権利者であることを確認し、入場の取扱いをすることがあります。 

 

(2) チケットレス入場をしてＥＸ乗車した後にチケットレス出場の取扱いが

中止された場合の出場方法は、当社又は他社が別に定める方法とします。 

（システム障害時等における特殊な乗車取扱い） 

第 27 条の２ 前条第１項第１号、第２号又は第４号に該当する場合は、前条の

規定によるほか、当社又は他社は、ＥＸ運送契約を締結していないＥＸサービ

ス会員に対して、同一のＥＸ－ＩＣカード等によりＥＸ路線の旅行開始駅及び

旅行終了駅のＥＸ新幹線自動改札機による処理を受ける方法により、乗車の取

扱いを行うことがあります。 

２ 前項の規定により乗車の取扱いをする場合の利用設備は、自由席とします。

ただし、エクスプレス予約会員であって、空席があり運輸上支障がないと係員

が認めて承諾した場合は、普通車指定席に乗車の取扱いをすることがありま

す。 

３ 前各項の規定によるＥＸ運送契約の締結の成立時期は、第４条の規定を準用

するものとし、運賃等はＥＸサービス会員が実際の乗車区間につき利用設備を

自由席と約定した場合の第６条に定める額とします。 

（責任） 

第 28条 第 22条の２の規定によるＥＸ運送契約の締結又は変更は、ＥＸサー

ビス会員 の責任において行うものとし、約定した乗車列車への乗り遅れ等、

お客様に発生した不利益等については、その理由の如何を問わず、当社又は他

社は一切の責任を負いません。 

（中略） 
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（中略） 

３ システム等の障害等に伴ってＥＸサービス会員に発生した不利益について

は、次条に規定する措置を取ることから、当社又は他社は一切の責任を負いま

せん。 

（以下略） 

３ システム等の障害等に伴ってお客様に発生した不利益については、次条に

規定する措置を取ることから、当社又は他社は一切の責任を負いません。 

 

（以下略） 

附則 

 この通達は、令和３年３月６日から施行する。 


